
商品説明書　‒　円普通預金

2019年4月現在

手数料

その他
特記事項

税
金

お問い合わせ先

付加できる特約事項

利息

備考

営業店、またはコールセンター 0120-09-5585までお問い合わせください。

ございません
当行は全国銀行協会の「あっせん委員会」
の会員です。

当行が対象事業者となっている
認定投資者保護団体

計算方法 毎日の最終残高について付利単位を原則1円とした1年を365日とする日割計算とします。

利
息

適用利率

支払方法

1. 口座維持手数料:手数料一覧表については当行ホームページ（bb.com.br/japan/jp）又は各営業店にてお問い合わせ
ください。

2. お客さまのお取引明細はBBジャパン・インターネットバンキングあるいはBBジャパン・モバイルバンキングから
口座へアクセスし照会ができます。総合預金明細書を郵便でお受け取りをご希望の場合は、所定の申込書にて申し
出下さい。当サービスは有料になります（手数料一覧表をご参照下さい）。

払戻方法 当行所定の方法に従って、随時払い戻しが可能です。

商品名 円普通預金　

対象のお客さま

預金保険制度

個人および法人のお客さま

お
預
入
れ

預入方法

最低預入額

当行所定の方法に従って、随時預け入れが可能です。

1円　（1通貨単位）

1円　（1通貨単位）

商品概要 円建ての期間の定めのない預金です。

預入期間 期間の定めはございません。

預入単位

※ 税金に関する詳しいお問い合わせはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。

※ 非居住者口座の場合は、上記の通りではありません。

※ 復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離
課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 尚、法人のお客さまにつきましては、お支払いする預金から、地方税の特別
徴収をおこないません。

当行は外国銀行支店であり、取扱う預金は日本およびブラジル本国の預金保険制度の対象ではありません。また、ブ
ラジル銀行（バンコ・ド・ブラジル・エス・エイ）が破綻した際には、預金の払出しが迅速に行われない場合があり
ます。

利息は、当行所定の利率および方法により計算されます。金融情勢の変化等に応じて予告なく見直しをすることがございま
す。適用金利については、営業店へお問い合わせ、またはホームページ（bb.com.br/japan/jp）をご確認ください。

利息は「利子所得」として法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）
として課税されます。　

BBジャパン・キャッシュカードによる払い戻しやその他当行のサービスにかかる手数料については、営業店やホーム
ページの「手数料一覧表」をご覧ください。
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当行が契約をしている
指定ADR機関

利息の計算は、日割りにて計算し、毎月当該口座にお支払いします。
日本の銀行の営業日以外の場合、翌営業日に付利されます。

全国銀行協会相談室

電話番号：0570-01-7109 または 03-5252-3772       ホームページ：http://www.zenginkyo.or.jp/adr/


